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■東京大学社会科学研究所　　　　　　　　　

　　『労働審判制度利用者調査』の結果から
佐藤 岩夫 （東京大学社会科学研究所・教授）　

　東京大学社会科学研究所では、2010年7月から11月にかけて、最高裁判所および全国の裁判所の協力
を得て、労働審判制度の利用者に対するアンケート調査を実施し、2011年10月末にその報告書を刊行した（東
京大学社会科学研究所編〔2011〕）。本調査が企画された背景については、本誌でもすでに紹介する機会があっ
たが（本誌636号）、本稿は、調査が終了したことをうけて、あらためて本調査の意義および主要な結果の一
端を紹介するものである。

1.調査の概要
　雇用をめぐるトラブルは、市民が日常生活で
遭遇するもっとも重要なトラブルの１つである。
これについては、企業内、行政、司法のそれぞ
れが紛争処理の仕組みを用意しているが、この
うち労働紛争解決の最後のよりどころである司
法（裁判所）による解決については、従来、2つ
の問題が指摘されてきた。
　第1は、裁判所へのアクセスの困難である。
訴訟には時間と費用がかかるため、とりわけ労
働者にとっては訴訟を利用しにくいことが指摘
されてきた。
　第2は、訴訟による労働紛争の解決の難しさ
である。労働紛争は、労働者と使用者との間の
厳しい対立を伴うことが多く、また、その解決
には労働関係に固有の専門的な知識・経験も必
要であることから、通常の訴訟では対応しにく
い面がある。実際、日弁連法務研究財団が2006
年に実施した民事訴訟制度利用者調査（民事訴

訟制度研究会編〔2007〕参照）の結果によると、
さまざまなタイプの民事訴訟のなかで、労働関
係の訴訟は、訴訟の結果に対する当事者の満足
度がもっとも低いことが明らかになっている（本
誌636号図2参照）。
　このような状況の下で2006年4月に裁判所に
よる労働紛争の新しい解決手続として導入され
たのが、労働審判制度である。この制度は個別
労働紛争について「紛争の実情に即した迅速、適
正かつ実効的な解決」を図ることを目的としてお
り（労働審判法1条）、手続上、①原則として3回
以内の期日での審理の終結、②労働関係に関す
る専門的な知識経験を有する者として使用者団
体および労働者団体のそれぞれから推薦される
労働審判員（2名）の関与、③審判機能と調停機
能の結合、④訴訟手続との円滑な連携など、随
所に新しい試みが取り入れられている。迅速か
つ労働関係の専門的な視点を組み込んだ手続を
新たに創設することによって、これまで裁判所
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を利用することが難しかった労働紛争の当事者
の裁判所へのアクセスを拡大し、また、当事者
の満足度がより高い紛争解決を実現することが
期待されたのである。
　では、労働審判制度の実際の利用者は、この
制度をどのように評価しているのであろうか。
この点を学術的な立場から体系的・系統的に明
らかにすることが本調査の目的である。
　調査は、2010年7月12日から同11月11日ま
での期間に、全国の裁判所の労働審判手続で調
停が成立しまたは労働審判の口頭告知が行われ
る期日において、当該期日に出頭した当事者に
対して行われた。対象者は1,782人（労働者側、
使用者側各891人）であった。
　労働審判手続は裁判所の非公開の手続である
ことから、当事者の意思の確認は通常の社会調
査にもまして慎重な手順で行なう必要があった。
そこで本調査では、裁判所で直ちに調査票を配
布するのではなく、上記の調査対象者に対して、
裁判所を通じて調査の説明書および調査協力意
思確認用のハガキを交付し、同ハガキにより調
査への協力意思を示すとともに調査票送付先住
所を開示した当事者に対してのみ、調査会社を
通じて調査票を郵送するという方法をとった。
調査票を返送するかどうかはもちろん当事者の
任意であるため、本調査がとった方法は、調査
協力意思確認用ハガキの返送および調査票の返
送の2段階で当事者の同意を得る方法というこ
とになる。
　以上の結果、調査票の最終的な回収期限であ
る2011年2月1日までに、全部で494票の有効
調査票が回収された。回収率（調査対象者数1,782

人に対する回収された有効調査票数494票の比
率）は27.7％となる。有効調査票494票の内訳
を労働者側、使用者側の別でみると、労働者側
が309票、使用者側が185票で、労働者側、使
用者側それぞれの回収率（各891人に対する有
効調査票数の比率）は34.7％、20.8％となる。

2.調査から明らかになった制度の評価および課題
　調査データの本格的な分析はこれからである
が、調査結果からは、労働審判制度を利用した
当事者が、この制度について一般的に肯定的な
評価を持っていることが明らかとなった。
　とりわけ手続の迅速性への評価は高い。労働
審判手続を終えて、かかった時間をどのように
思ったのかについて、46.4%が「短い」と回答し、
「どちらともいえない」（25.7％）、「長い」（27.5％）
の回答を上回っている。また、労働審判手続
が始まった時点で、手続が終わるまでに要する
時間を予想できたかどうかについて、回答者の
67.6%が「予想がついていた」と回答し、「まった
く予想がつかなかった」の回答（30.4％）を大き
く上回っている。労働審判手続は、原則として
3回以内の期日で終結することとされており、こ
のことが、当事者の時間の予測のしやすさにつ
ながっている。
　また、労働審判手続の進行や経過についても、
回答者の評価は概ね肯定的である（表1）。とくに、
「手続は迅速に進められた」「使われていた言葉
は分かりやすかった」では、「そう思う」の肯定的
な評価が７割を超えている。そのほかの項目で
も肯定的回答が6割あるいは5割に達するものが
多く、労働審判手続の進行や経過についての当

表1　労働審判手続の評価

そう思う どちらともいえない そう思わない

自分の側の立場を十分に主張できた
自分の側の証拠を十分に提出できた
相手側の主張・立証について十分に理解できた
手続の一連の進み方は分かりやすかった
労働審判の場で使われていた言葉は分かりやすかった
手続の進み方は公正・公平だった
手続は、迅速に進められた
充実した審理が行なわれた

56.6
68.2
14.0
57.5
72.9
60.0
74.6
41.9

10.4
11.2
9.6
18.3
15.9
16.4
14.7
21.8

33.0
20.6
76.4
24.2
11.2
23.6
10.7
36.3

（％）

注：n=479～491.
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事者の評価は全体として良好である1。
　次に、図１は、いくつかの項目について、本
調査の回答と、上述の2006年民事訴訟制度利
用者調査における労働事件の当事者の回答とを
比較したものである。数値は、費用の低廉性（「か
かった費用の総額はあなたにとって高いもので
したか」の問に対して「非常に高い」＝１～「非
常に安い」＝５）、時間の迅速性（「かかった時間
をどのように思いますか」の問に対して「非常に
長い」＝１～「非常に短い」＝５）、審理の充実性
（「充実した審理が行われたと思うか」の問に対し
て「まったくそう思わない」＝１～「強くそう思う」
＝５）、裁判官（労働審判官）・労働審判員および
手続の結果への満足（「満足していますか」の問
に対して「まったく満足していない」＝１～「と
ても満足している」＝５）の各項目に対する回答
の平均値で、数値が大きいほど肯定的な評価を
示す2。
　この表が示すように、伝統的な労働訴訟の当

事者の回答と比較して、労働審判の当事者の回
答では、費用の低廉性、時間の迅速性、審理の
充実性、裁判官（労働審判官）への満足、手続の
結果への満足のいずれにおいても、より肯定的
な回答となっている。また、労働審判手続に関
与する2人の労働審判員に対する当事者の評価
も、労働審判官への満足とほぼ同じ高さの満足
を得ている。
　迅速かつ労働関係の専門的な視点を組み込ん
だ労働審判制度について、この制度を実際に利
用した当事者の評価は、全般的に肯定的である
といえる。労働者側の回答と使用者側の回答と
を比較すると、労働者側でより肯定的な回答が
多かったことも付け加えておこう。
　もっとも、本調査の結果からは、労働審判制
度が抱える課題も明らかになった。その1つは弁
護士費用の負担である。審理の期日が原則とし
て3回以内とされている労働審判手続では、手
続の早期の段階から十分な主張立証を行う必要

1　唯一、「そう思う」の肯定的回答が非常に低かったのが「相手側の主張・立証について十分に理解できた」で
ある。調査グループとしては、労働審判手続の場で相手の主張や証拠の内容を明瞭に認識できたかどうかを確
認する意図で用意した質問であったが、回答者は、相手の主張や証拠に正当な根拠があるかどうかの質問と受
け取り、相手の主張には「根拠がない」「納得できない」の趣旨で「そう思わない」と回答した可能性がある。
2　なお、労働審判員は労働審判制度に固有の制度であり、2006年民事訴訟調査には該当の質問はない。労働
審判手続に参加する2人の労働審判員を本調査の調査票では仮に労働審判員Aおよび労働審判員Bと名づけた。

図1　労働訴訟および労働審判の当事者の評価の比較
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があり、そのため、当事者本人が手続を遂行す
るのではなく、弁護士が代理人になることが望
ましいとされている。実際、今回の調査でも、8
割以上（84.8％）の当事者が弁護士に依頼してい
る。しかし、このことに関連して、弁護士を依
頼したと回答した当事者の約半数（49.5％）は弁
護士費用が「高い」と回答しており、とくに労働
者にとっては大きな負担となっている。
　また、労働者を「正規の社員・従業員」と「非
正規の社員・従業員（パート・アルバイト・契約
社員・嘱託・派遣社員等）」に分けて比較してみ
ると、「正規」では84.7％が弁護士を依頼してい
るのに対して、「非正規」では70.9％と差がある。
この調査結果からは、非正規雇用の場合に弁護
士を依頼しにくくなっている可能性を読み取る
ことができる。従来の訴訟に比べれば、労働審
判手続に要する費用は全体として低廉と意識さ
れているとはいえ（前掲図1参照）、労働審判制
度をよりいっそう利用しやくするためには、弁
護士費用の負担を軽減する政策的対応（法律扶
助制度の充実、弁護士だけでなく組合メンバー
が代理人になることを認める許可代理制度の柔
軟な運用等）が喫緊の課題となっている。

3.労働関係に関する専門性：労働審判員の評価
　労働紛争の適切な解決のためには、労働関係

に固有の専門的な知識・経験が必要であり、こ
のため、労働審判制度では、裁判官（労働審判官）
のほかに、労働関係に関する専門的な知識経験
を有する労働審判員2名が手続に関与するもの
とされた。これら労働審判員が当事者の目から
見てどのように評価されているかは、本調査が
明らかにすることを目指した重要なポイントの1
つである。この点について本調査の結果は興味
深い知見をもたらした。
　図2は、労働審判官（裁判官）および労働審判
員に対する評価のうち、法律説明（「その審判官
／審判員は、法律上の問題点をわかりやすく説
明してくれた」）および労働関係理解（「その審判
官／審判員は、法律以外のことでも、労働関係
のことをよく分かっていた」）の質問に対する回
答（「まったくそう思わない」＝１～「強くそう思
う」＝５）の平均値を、裁判所のタイプごとに計
算したものである。裁判所のタイプは、調査の
前年である2009年の各地裁の労働審判新受件
数を基準に、①労働事件の専門部が設けられて
おり労働審判手続事件の新受件数も非常に多い
「専門部設置庁」（東京地裁本庁および大阪地裁
の2庁）、②労働審判手続の事件数が比較的多い
「大規模庁」（全11庁）、③中程度の「中規模庁」（全
13庁）、④事件数が少ない「小規模庁」（全24庁）
の4つに分類した。
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図2　裁判所タイプ別の労働審判官・労働審判員の評価
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　図2が示す第１のポイントは、「法律説明」に
ついては、いずれのタイプの裁判所でも労働審
判官（裁判官）の評価が高いことである。当然と
いえば当然ではあるが、労働審判制度の設計上
も、法律上の問題点の整理・説明は裁判官であ
る労働審判官の役割、これに対して労働関係の
実情や慣行に関する専門性を活かすことは労働
審判員の役割とされているので、「法律説明」に
ついて審判官の評価が高いことは制度設計の原
則にも適っている。
　興味深いのは、「労働関係理解」についての当
事者の評価である。まず、専門部設置庁につい
てみると、「法律説明」だけでなく「労働関係理解」
についても、労働審判官の評価が労働審判員以
上に高い。専門部設置庁は労働事件の専門部が
設けられており、実際にも大量の労働事件が処
理されている。そのような日常の実務の積み重
ねの中で、裁判官が、法的な専門性だけでなく、
労働関係の実情や慣行の理解の点でも専門性を
蓄積している状況がうかがわれる。
　これに対して、中規模庁・小規模庁では、「労
働関係理解」についての労働審判官の評価はそれ
ほど高くはなく、労働審判員の評価が高い。取
り扱う労働事件の数がそれほど多いとはいえな
い比較的規模の小さな裁判所では、裁判官が労
働関係の実情や慣行に関する知識・経験を蓄積
する機会はあまりなく、まさに、労働審判員が、
その弱点を補っていることが読み取れる。
　以上の結果からは、労働紛争の適切な解決に
向けて裁判所が専門性を高める2つの道筋が示
されている。１つは、大量の労働事件が持ち込
まれる大規模な裁判所に労働事件の専門部を設
置することである。ここでは、裁判官は、法的
な専門性だけでなく、労働関係の実情や慣行に
関する専門性も蓄積する。もう１つは、それほ
ど多くの労働事件が持ち込まれることはなく、
裁判官自身が労働関係に関する専門性を蓄積す
るまでには至らない規模の裁判所で、労働関係
に関する知識経験を持つ労働審判員を手続に関
与させることである。本調査の結果は、労働審
判員の関与がとくに力を発揮する場面を具体的
に明らかにしている。

4.本調査の意義
　以上、本稿では、今回行った労働審判制度利
用者調査の結果のうち、いくつかの興味深い知
見の紹介を試みた。最後に、本調査の学術的・
方法的意義についても一言触れて結びとしたい。
　裁判所の非公開の手続についての大規模かつ
信頼できる学術調査は、日本ではこれまで先例
がほとんどなく、今回の調査は、調査方法につ
いても手探りの状態で検討を進める必要があっ
た。とりわけ裁判所の非公開の手続では、当事
者の調査協力意思の確認には最大限慎重な注
意を払う必要があることから、本調査は、２段
階で当事者の同意を得る慎重かつ複雑な方法と
なったことは上述の通りである。
　調査実施前には、このような複雑な方法によっ
てどれだけ多くの当事者の協力が得られるか不
安もあったが、結果として、最終的に494票
の有効調査票を回収することができ、回収率も
27.7％を得られたことは、本調査のとった方法
が一定程度有効な方法であったことを示してい
る。その意味で、本調査は、回答結果の重要性
はもちろんであるが、裁判所の非公開の手続に
ついての新しい調査方法を開拓し、この領域で
の今後の調査研究に道筋をつけた点でも重要な
学術的貢献をはたせたと考えている。裁判所の
紛争処理手続については、訴訟および労働審判
以外にも、民事調停、家事調停、家事審判など
学術的な解明が待たれる多くの分野がある。本
調査の経験が、今後この分野での調査研究の発
展にとって参考となれば幸いである。

【参考文献】
•民事訴訟制度研究会編（2007）『2006年民事訴訟
利用者調査（JLF叢書Vol .13）』商事法務。

•佐藤岩夫（2010）「労働審判利用者調査のねらい」
中央調査報636号、1-5頁。

•東京大学社会科学研究所編（2011）『労働審判制
度についての意識調査基本報告書』東京大学社会
科学研究所（なお、同報告者のダイジェスト版と
して、佐藤岩夫「『労働審判制度利用者調査』の概
要」ジュリスト1435号〔2011年〕106-114頁がある）。
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■携帯電話に関する世論調査
　時事通信社では、2011年12月9日から12日にかけて、無作為に選んだ全国20歳以上の男女個人2,000
人を対象に、「携帯電話に関する世論調査」を実施した。この調査は、調査員による面接聴取法により実施し、
1,264人から回答を得た。調査は2009年、2010年にも実施している。

1.携帯電話の所持と使用
　携帯電話を「持っている」人は84.5％を占め、
「持っていない」人は15.5％にとどまった。「持っ
ている」人の割合は過去２回の調査でも８割を超
えている。（図1）

　携帯電話を「持っている」人に、携帯電話を
１日に平均どれくらいの時間使っているか尋ね
ると、「およそ30分前後」と答えた人の割合が
39.6％（昨年：42.4％）と最も多く、次いで「ほ
とんど使わない」が29.4％（昨年：28.4％）、「お
よそ１時間前後」が15.6％（昨年：15.9％）と昨
年と傾向は変わらない。なお、平均時間は51.3
分と、昨年の46.3分から5分長くなっている。
　また、月平均の携帯電話の使用料について
尋ねると、「３千円未満」と答えた人の割合が
31.3％（昨年：27.4％）で最も多く、「５千円未満」
までの使用料だと答えた人が半数を超え、昨年
と傾向は変わらない。平均使用料は5,568円（昨
年：5,635円）であった。
　次に、携帯電話の使い方を尋ねたところ、「家
族や友人、知人と話をする」が最も多く85.8％、
次いで「電子メールのやりとりをする」が49.6％
となっている。通話するための手段として使用
すると答えた人の割合が多いが、電子メールの
やりとりの手段としても大きな役割を果たして
いる。以下、「仕事で、会社の上司や同僚、取引
先の人と話をする」が32.9％、「カメラで撮影す
る」が28.0％、「ニュースや天気予報などの情報
を入手する」が22.8％となっている。
　昨年調査と比較すると、上位２項目の「家族

や友人、知人と話をする」が３ポイント、「電子
メールのやりとりをする」が７ポイント減少して
いる。一方、「ニュースや天気予報などの情報を
入手する」「ブログやＳＮＳ、ツイッターに書き
込む」がそれぞれ３ポイント増加している。（図2）

2.スマートフォンの使用
　スマートフォンの使用について尋ねたところ、
「使っている」人は13.4％、「使っていないが、使
いたいと思う」と答えた人は26.9％となってい
る。一方、「使いたいとは思わない」と答えた人
は56.8％を占める。
　昨年調査から、「使っている」人の割合は10ポ
イント増加し、スマートフォンの普及が進んで
いることがわかる。また、先に見た「携帯電話の
使い方」の変化もスマートフォンの使用が影響し
ていると思われる。（図3）

図１　携帯電話の所持（経年）
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　都市規模別に見ると、「使っている」の割合は
都市規模で大きな差は見られないが、「使ってい
ないが、使いたいと思う」の割合は、20大都市
で高くなっている。
　性別では、「使っている」の割合は男性の方が
高い。「使っていないが、使いたいと思う」の割
合は男女差が見られない。
　年代別に見ると、「使っている」の割合は年代
が低いほど高く、30歳代では4人に1人の割合、
20歳代では4割強となっている。「使っていない
が、使いたいと思う」の割合は50歳代以下の年
代ではいずれも3割を超えており、40歳代では
ほぼ4割となっている。今後は若年層だけでなく
幅広い年代に普及することが予想される。（図4）

3.携帯電話に求めていること
　携帯電話にどのようなことを求めているか尋
ねたところ、「通話・利用料金体系の多様化、価
格低下」を挙げた人の割合が最も多く、52.1％と
なっている。以下、「画面の見やすさ、使いやす
さなどの向上」33.8％、「通話やメールなど基本
的な機能のサービス強化」25.5％、「本体機器、
周辺機器の価格の低下」24.8％となっている。
　昨年調査と比較すると、「本体機器、周辺機器
の価格の低下」が３ポイント減少しているが、全

体の傾向に大きな変化は見られない。（図5）

　年代別に見ると、全体で１位の「通話・利用料
金体系の多様化、価格低下」は、年代を問わず、
要望が高い。全体で２位の「画面の見やすさ、使
いやすさなどの向上」は、30歳代では３位となって
いるものの、全年代で高い要望となっている。また、
20歳代では４位に「各種サービスの多様化、機器
の多機能化・高性能化」があげられている。（図6）

（調査部　君島ゆかり）

図３　スマートフォンの使用
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図５　携帯電話に求めていること

図６　携帯電話に求めていること（年代別）
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2月の時事世論調査
　２月の時事世論調査の結果
がまとまった。野田内閣の支持
率は前月から3.5ポイント減の
24.9％に低下し、不支持率は同
4.4ポイント増えて52.7％だった。
社会保障と税の一体改革実現を
目指す「最強の布陣」と強調した
野田改造内閣だが、田中直紀防
衛相の言動に野党などから批判
を浴びた。民主党の年金抜本改
革も、財源試算では2015年10
月に消費税率を10％に引き上げ
ても将来は追加増税が必要とな
り、試算公表をめぐる対応も遅
れ、これらが支持率低迷に影響
を与えたとみられる。
　調査は全国の成人男女2,000
人を対象に、個別面接聴取法で2
月9日から12日に実施。有効回
収（率）は1,265（63.3％）だった。

　この時期の動きを見ると、国
内では、
　野田改造内閣発足：副総理に
岡田克也前民主党幹事長を起用。
一川防衛相や山岡国家公安委員
長ら5閣僚を交代（1月13日）。
　東電：企業電気料金を４月か
ら平均17％値上げと発表（同17
日）。
　民主党：社会保障と税の一体
改革の協議入りを与野党幹事長
会談で要請。自民党、事前協議
拒否（同19日）。
　東大：秋入学へ積極的に検討
すべきと中間報告発表（同20日）。
　経団連：ベア「論外」、定昇凍結、
延期の可能性と12年春闘の経営

　国連安保理シリア非難決議露
中拒否権：反体制デモへのシリ
ア政府の武力弾圧非難の決議案
採決、露中拒否権で廃案（2月4
日）。
　ギリシャ与党党首ら財政緊縮
策受け入れ合意：ＥＵなどの第
２次支援条件について（同9日）。

　政党支持率は、民主党が前月
比1.5ポイント減の10.1％。自民
党も1.0ポイント減の12.3％で、
両党の差は前月の1.7ポイントか
ら2.2ポイントとやや広がった。
支持政党なしは1.2ポイント増の
68.2％で、菅内閣の11年7月調
査時の67.4％を上回り、記録の
ある1960年6月以後の調査で、
最高を記録した。

　国民の景気感は、「良くなっ
た」は前月より1.3ポイント減の
2.7％。「悪くなった」は6.1ポイン
ト増の41.5％。この結果、時事
世論景気指数は85となり、先月
よりやや後退した。

　昨年の今頃と比べて暮らし向
きは、「楽になった」は0.5ポイン
ト減の3.0％、「苦しくなった」は
5.5ポイント増の33.8％となった。

側指針発表（同23日）。
　消費税国会始まる：通常国会
召集。社会保障と税の一体改革
実現を施政方針演説で野田首相
表明（同24日）。
　31年ぶりに貿易赤字：11年
の貿易収支が2兆4927億円のマ
イナス―財務省貿易統計 （同25
日）。
　消費者物価指数３年連続でマ
イナス：11年の平均消費者物価
指数は99･8と前年比0･3％下落
―総務省（同27日）。
　沖縄防衛局長講話：宜野湾市
長選介入と受け取られかねない
内容（同31日）。
　パナソニック赤字予想7800億
円：12年3月期連結決算の業績
予想を11年10月4200億円の赤
字から拡大と発表 （2月3日）。
　米軍再編見直し：日米両政府
は、沖縄米海兵隊のグアム移転
と米軍普天間移設の分離を明記。
海兵隊移転の先行を決定（同8
日）。
　国際収支15年ぶりに10兆円
割り込む：経常収支の黒字額は
震災、円高などで前年比43･9％
減の9兆6289億円―11年速報（同
8日）。
　復興庁発足：東日本大震災の
復興施策の統括のため、平野達
男復興対策担当相を初代復興相
に任命（同10日）。
　沖縄県宜野湾市長選：米軍普
天間飛行場早期返還による跡地
利用を訴えた元県議の佐喜真淳
氏が初当選（同12日）。

　国外では、
　台湾総統に与党国民党馬英九
氏：蔡英文主席らを下し再選。
対中融和路線継続（1月14日）。
　中国成長鈍化：11年10 ～ 12
月期の実質ＧＤＰ成長率が前年
同期比8.9%プラス。４四半期連
続で減速（同17日）。
　米コダック破綻：デジタルカ
メラの普及に対応遅れ（同19日）。

◇  告　知　板

時事世論景気指数

2005年 06年 07年 08年 09年 10年 11年
131.1 143.7 117.2 42.0 61.0 96.8 84.1
11年（２月）（３月）（４月）（５月）（６月）（７月）（8月）

109 91 47 68 71 84 78
（9月）（10月）（11月）（12月）12年（１月）（２月）
88 90 83 86 97 85
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